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第２章 高齢者を取り巻く状況と課題

課題５ 認知症高齢者への支援と高齢者の尊厳の確保 

認知症は、早期対応により本人や介護者の負担軽減が図られることから、早期発見・

相談を推進し、早期受診につなげることが必要です。 

また、認知症の方を含む高齢者が尊厳を保ちながら住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けられるよう、地域の理解を促進し、一人一人の権利を擁護することが必要です。 

 

課題６ 在宅生活が困難な高齢者等への支援と安定した介護保険事業の

運営 

要介護状態の重度化の防止と自立支援を進める一方で、要介護の中度以上の状態に

ある高齢者が、在宅での生活が困難になった場合に施設入所できるよう計画的な施設

整備と特に入所までにおける介護者の負担軽減を図ることが必要です。 

また、長期的には、要介護（要支援）認定者の増加が見込まれる中、標準給付費等

の増加を抑制し、健全な介護保険財政運営を進めていくためには、介護給付等の適正

化を図ることも必要です。 
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１ 基本目標 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 地域共生社会に向けた地域包括ケアシステムの推進体制の強化

支援や介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう、地域包括ケアシステムを構築するための推進体制の更なる強化を図り

ます。 

また、その推進に当たり、住民が地域づくりに主体的に取り組む体制づくりや、

多様で複合的な課題の相談を受け、適切な支援につなぐ体制づくりを進め、地域

共生社会の実現に向けた包括的な支援体制を構築します。 

基本目標４ 介護予防の充実及び自立支援・重度化防止の推進 

要介護状態の予防や悪化を防止するため、生きがいを持ち活動的に生活を営む

ことができる環境の整備や地域づくりを推進し、高齢者等の生活機能全体の向上を

図ります。 

基本目標３ 住民主体の生活支援体制の整備 

一人暮らし、高齢者のみ世帯の増加に対応し、日常生活上の支援が必要な高齢

者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくため、地域住民同士の支

え合いを基本としつつ、必要な支援を受けることができるよう、重層的な生活支

援体制を整備します。 

基本目標２ 在宅医療・介護の連携を図るための体制強化 

いつまでも在宅で安心して暮らし続けることができるようにするため、限られ

た医療資源を、在宅生活を支える多職種の連携により補完し、切れ目のない効率

的・効果的なケアを提供する体制を更に強化していきます。 
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基本目標５ 認知症施策の推進 

「認知症になっても暮らしやすい三条市」を目指し、認知症の容態に応じて適

時、適切な医療や介護等につながるための支援体制を整備するとともに、認知症

の方の介護者への支援の充実を図ります。 

また、地域全体で認知症の方を見守る地域づくりを進めます。 

基本目標６ 安定した介護保険サービスの充実 

安定した介護保険事業を運営するため、利用者のニーズを把握し、長期的視点に

立った施設整備を進めるとともに、在宅生活の継続に必要なサービスを拡充するな

ど事業を適正かつ円滑に実施します。 
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第３章 計画の基本目標と施策体系

２ 施策の体系 

 

 

       生涯にわたり住み慣れた地域で 

安心して暮らし続けることができるまち
目指す姿 

基本目標 施策の展開 

(1) ICT を活用した医療・介護情報共有ネットワークの拡充

(2) 圏域単位の多職種連携の強化 

(3) 入退院に係る病院と地域との切れ目のない支援のため

の仕組みづくり 

(4) 市民への啓発の強化 

(1) 外出機会や社会参画機会の拡大 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

(3) 自立を基本としたケアマネジメントの実施体制の充実 

(4) 専門的知見を活用した介護予防事業の充実 

(5) 医療・介護データの分析に基づく効果的な取組の研究 

(1) 通いの場を通じた支え合い関係づくりの推進 

(2) 意欲のある高齢者が生活支援の担い手として活躍でき

る環境整備 

(3) 地域に合った生活支援体制の強化 

(1) 認知症の容態に応じた適時、適切な医療･介護等の提供

(2) 認知症の方の介護者への支援の充実 

(3) 認知症に対する理解促進による見守り体制の構築 

(4) 成年後見制度の利用促進 

(5) 高齢者虐待の防止

(1) 地域包括ケアシステム推進のための拠点の整備 

(2) 障がい・生活困窮分野との協働した支援ネットワークの

構築 

(3) 地域包括支援センターの機能強化 

１ 地域共生社会に向けた

地域包括ケアシステムの

推進体制の強化 

２ 在宅医療・介護の連携を

図るための体制強化 

４ 介護予防の充実及び自

立支援・重度化防止の推

進 

３ 住民主体の生活支援体

制の整備 

５ 認知症施策の推進 

(1) 介護保険サービスの拡充 

(2) 介護給付等適正化の推進 

(3) 在宅介護を支援するサービスの充実 

６ 安定した介護保険サービ

スの充実 

 
 

第４章 

施策の展開 


